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 平成 25 年度予算が５月に成立し、各種助成金の申請がスタートしています。今年度の企

業向け助成金の給付内容は近年の高齢者雇用安定法の改正や障害者雇用促進法の改正を踏

まえた高年齢者や障害者に対する就業支援、労働者に対する就業環境の支援・人材育成に

関するものが中心となっています。本レポートでは、雇用関係助成金のうち労働者の人材

育成に関する助成金に焦点を合わせ、その概要や手続きについてまとめました。 

 

 

 

（１）若年者に対する人材育成助成金 

 若年者の完全失業率（15～24 歳：6.5％、25～34 歳：5.7％、総務省労働力調査平成 25

年３月速報値）は全体の完全失業率 4.1％（同統計）と比べ依然高い状況が続いています。

この状況をふまえ、若年者の雇用と人材育成を対象にした助成金が実施されています。 

 特に、若者チャレンジ奨励金は、正社員としての雇用経験等が少なく職業能力形成機会

に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れ、当該有期雇用期間中に正社

員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合に活用できます。また、既に

有期契約労働者等として雇用している若者に、正社員として必要な能力を習得させるため

の訓練を実施する場合にも活用が可能です。 

 

■若年者に関する助成金 

①若者チャレンジ奨励金 

 ●訓練奨励金 

 ●正社員雇用奨励金 

②キャリア形成促進助成金 

 ●政策課題対応型訓練（若年人材育成コース） 

 

（２）正規雇用労働者に対する人材育成助成金 

 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実

施する事業主に対して助成するキャリア形成促進助成金制度と、日本再生人材育成支援事

業があります。特に正規雇用労働者育成支援奨励金は、日本を再生するために必要な事業

分野を対象に、職業訓練計画を作成して、訓練を実施した場合に支給されます。 

平成 25 年度 人材育成助成金の概要 

１│人材育成に関する助成金     
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 重点事業分野とは、健康、環境、農林漁業分野等であり、これらの分野に関する建築、

製造業の一部が対象となるほか医療・介護、情報通信業、スポーツ施設提供・教授業など

が支給対象となっています。 

 外部の講座等を受講する「事業外訓練」と外部講師を招聘する「事業内訓練」が対象と

なります。 

 

■正規雇用労働者に関する助成金 

①キャリア形成促進助成金 

 ●一般訓練型 

 ●政策課題対応型訓練（成長分野等人材育成コース） 

②日本再生人材育成支援事業 

 ●正規雇用労働者育成支援奨励金 

 

（３）非正規雇用労働者に対する人材育成助成金 

 契約社員、パート、派遣社員など非正規雇用で働く労働者に対して、正規雇用への転換、

人材育成、処遇改善など、そのキャリアアップを図ることにより、個々の労働者の意欲や

能力の向上を通じて、企業の生産性の向上や日本経済全体の持続的な発展につなげていく

必要性が指摘されています。 

 この点をふまえ、非正規労働者や有期雇用契約労働者に対しＯｆｆ－ＪＴを実施する事

業主に対する助成金が用意されています。 

 

■非正規雇用労働者（契約社員・パート・派遣社員等）に関する助成金 

①キャリアアップ助成金 

 ●人材育成コース 

②日本再生人材育成支援事業 

 ●非正規雇用労働者育成支援奨励金 
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 人材育成に関する助成金を受給するためには、いくつかの共通の条件があります。次に

記載する条件を満たしていることと、受給できない条件に当てはまらないことが助成金を

受給するための第一の条件になります。 

 

（１）受給することができる事業主 

①雇用保険適用事業所の事業主であること 

②支給審査のための審査に協力することができること 

 ●支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等を保管・管理していること 

 ●支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を労働局等から求められ

た場合には応じること 

 ●労働局等の実地調査を受け入れること 

③申請期間内に申請を行うこと 

 

（２）受給することができない事業主 

①不正受給をしてから３年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給

決定日までに不正受給をした事業主 

②支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入し

ていない事業主（支給申請日の翌日から起算して２か月以内に納付を行った事業主を

除く） 

③支給申請日の前日から起算して１年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関

係法令の違反があった事業主 

④性風俗関連事業主 

⑤暴力団関係事業主 

⑥支給申請日又は支給申請日の時点で倒産している事業主 

 

（３）予算到達による受給中止に注意 

 キャリア形成促進助成金や日本再生人材育成支援事業関連については、支給額の合計が

予算額に達する見込みとなった時点で申請の受付が中止となります。また、増額を伴う計

画変更の受付も中止となりますので注意が必要です。 

２│助成金を受給するための共通条件     



人材育成支援で雇用創出！ 平成 25 年度 人材育成に関する助成金 

企業経営情報レポ－ト 4

 

 

 

 

 

（１）訓練奨励金 

 35 歳未満の非正規雇用者を正社員として雇用することを前提に、若者チャレンジ訓練を

実施する事業主に支給されるものです。正社員としての雇用経験が少なく、職業能力形成

機会に恵まれない者を新たに有期契約労働者として雇入れて訓練を実施する場合と、すで

に有期契約労働者として雇入れている者に訓練を実施する場合に該当します。 

 訓練奨励金は、訓練実施期間に訓練受講者１人につき１か月 15 万円支給されます。 

 

①若者チャレンジ訓練とは 

 奨励金の支給を受けようとする事業主は、要件に該当する訓練の実施計画を作成し、労

働局長の確認を受けた上で、その計画に基づき訓練を実施する必要があります。若者チャ

レンジ訓練の主な要件は次のとおりです。 

 

■若者チャレンジ訓練の要件 

訓練内容 

自社内での実習（ＯＪＴ）と座学（Ｏｆｆ－ＪＴ）を組み合わせた訓練で

あって全体の訓練時間にＯＪＴの占める割合が１割以上９割以下である

こと 

訓練時間 １カ月当たりに換算した訓練時間数が 130 時間以上であること 

訓練期間中の 

労働条件 

訓練受講者の訓練期間中の主要な労働時間（就業時間休日及び賃金形態）

が訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じであること 

訓練期間 ３カ月以上２年以下であること 

カリキュラム 
実習（ＯＪＴ）と座学（Ｏｆｆ－ＪＴ）のそれぞれについて、訓練科目名、

実施内容、実施時間帯が明確に示された訓練カリキュラムを作成すること

ジョブ・カード 
ジョブ・カード様式４（評価シート）を作成し、それによって訓練受講者

の職業能力の評価を行うこと 

 

②ジョブ・カードとは 

 履歴シート、職務経歴シート、キャリアシート、評価シートの４つのシートからなりま

す。履歴シート、職務経歴シート、キャリアシートは正社員採用やキャリアアップを目指

す若者が、登録キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けながら作

成します。評価シートは訓練を実施した事業所が訓練対象者に対して交付します。 

若年者雇用に関する助成金 

１│若年者チャレンジ奨励金     
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（２）正社員雇用奨励金 

 訓練奨励金を受給しながら訓練を受けていた訓練受講者を、訓練修了後に正社員として

雇用した場合に１年経過時に50万円、２年経過時に50万円の計100万円が支給されます。 

 

■訓練奨励金から正社員雇用奨励金を受給するまでの流れ 

 訓練実施計画を実行し、訓練奨励金を受給した事業主が正社員雇用奨励金の受給対象に

なります。正社員雇用奨励金を受給する事業主は訓練修了者を正社員として雇用し、１年

を経過した時点で申請書を労働局に（またはハローワーク）に提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）政策課題対応型訓練（若年人材育成コース） 

 訓練開始日において、雇用契約締結後５年以内かつ 35 歳未満の若年労働者を対象とする

訓練を実施する事業主が受給することができます。訓練に要した時間の賃金の助成と訓練

経費の助成を受ける事ができます。 

 

①助成金を受給できる事業主とは 

 助成金の受給を受けようとする事業主は以下の要件を満たしている必要があります。 

●雇用保険適用事業所の事業主であること 

●労働組合などの意見を聞いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画内容を労働

者に周知していること 

●職業能力開発推進者を選任していること 

●従業員に職業訓練を受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の

賃金を支払っていること 

●中小企業事業主であること 

●訓練実施計画届の提出日の前日から起算して６か月前の日から支給申請日までの間

に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇をしたことがない事業主であ

ること 

●訓練実施計画書を作成していること 

２│キャリア形成促進助成金     

訓練 

実施計画の 

提出 

訓練 

実施計画の 

確認 

訓練 

受講者の 

選考・決定 

訓練の 

実施 

訓練 

奨励金の 

支給申請 

●訓練実施計画を作成し、

都道府県労働局（ハロー

ワーク）へ提出 

●提出は訓練開始の１か月

前まで 

●労働局（ハローワーク）

が訓練実施計画の内容を

確認 

●確認後、確認印を押印し

た訓練実施計画の写しが

交付される 

●新たに訓練受講者を雇い

入れる場合にはハローワー

クや民間職業紹介機関な

どに求人を提出し、訓練受

講者を募集 

●すでに雇用している労働者

に訓練を実施する場合に

は社内で訓練受講者を募

集 

●訓練実施計画に基づき訓

練を実施 

●訓練実施計画の確認を受

けた日の翌日から起算し

て６か月以内に訓練を開

始する 

●訓練終了後、支給申請書

を労働局（ハローワーク）

に提出 

●提出は訓練終了日の翌日

から起算して２か月以内

に提出する 
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②中小企業事業主の判断基準 

 中小企業事業主に該当するかどうかの判定は「Ａ 出資金の額または出資の総額」また

は「Ｂ 企業全体で常時雇用する従業員数」により行います。下の表のＡかＢのどちらか

の条件に当てはまる場合には中小企業事業主となります。 

 

主たる事業 
Ａ 出資金の額または 

出資の総額 

Ｂ 企業全体で常時雇用 

する従業員数 

小売業（飲食店を含む） 5,000 万円以下 50 人以下 

サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 

卸売業 1 億円以下 100 人以下 

その他の業種 3 億円以下 300 人以下 

 

③助成対象訓練 

訓練対象者 雇用契約締結後５年以内かつ 35 歳未満の雇用保険被保険者 

基本要件 

●Ｏｆｆ－ＪＴにより実施される訓練であること 

●助成対象訓練時間が 20 時間以上あること 

●訓練開始日において、雇用契約締結後５年以内かつ 35 歳未満の若年労

働者を対象とする訓練であること 

 

④助成内容 

●経費助成：訓練に要した経費の 1/2 

●賃金助成：受講者１人１時間当たり 800 円 

 

■助成内容に関する注意点 

●１人１コース当たりの訓練時間が 300 時間未満の場合は５万円、300 時間以上 600 時間未満の場合

は 10 万円、600 時間以上の場合は 20 万円が限度となります。 

●１人当たりの賃金助成時間数は、１コースにつき原則 1,200 時間が限度となります。 

 

⑤対象になる経費について 

 以下の項目については経費に含めることができます。 

●事業内で自ら訓練を行う場合の部外講師の謝金は１時間当たり３万円まで含めること

が可能 

●事業外の教育訓練機関で訓練を行う場合の入学料、受講料、教科書代 

●職業能力検定、キャリア・コンサルティングに要した費用 
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（１）キャリア形成促進助成金 

 キャリア形成促進助成金は、一般型訓練と成長分野等人材育成コースに分かれます。 

 

①一般型訓練 

 雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とす

る訓練を実施する事業主に対して支給されます。 

 

イ）訓練対象者と基本要件 

訓練対象者 雇用保険被保険者 

基本要件 
●Ｏｆｆ－ＪＴにより実施される訓練であること 

●助成対象訓練時間が 20 時間以上あること 

 

ロ）助成内容 

●経費助成：訓練に要した経費の 1/3 

●賃金助成：受講者１人１時間当たり 400 円 

■助成内容に関する注意点 

●１人１コース当たりの訓練時間が 300 時間未満の場合は５万円、300 時間以上 600 時間未満の場合

は 10 万円、600 時間以上の場合は 20 万円が限度となります。 

 

②成長分野等人材育成コース 

 健康や環境等の重点分野の業務を行う従業員を育成するための訓練を実施する事業主に

対して支給されます。 

 

イ）訓練対象者と基本要件 

訓練対象者 雇用保険被保険者 

基本要件 

●Ｏｆｆ－ＪＴにより実施される訓練であること 

●助成対象訓練時間が 20 時間以上あること 

●成長分野等の業種に所属する事業主、または成長分野等以外の業種に属

する事業主であって、成長分野等の事業を実施しているか、あるいは実

施することを予定している事業主が、その雇用する労働者に対して実施

する訓練であること 

正規雇用・非正規雇用労働者に関する助成金 

１│正規雇用労働者に関する助成金     
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ロ）助成内容 

●経費助成：訓練に要した経費の 1/2 

●賃金助成：受講者１人１時間当たり 800 円 

■助成内容に関する注意点 

●１人１コース当たりの訓練時間が 300 時間未満の場合は５万円、300 時間以上 600 時間未満の場合

は 10 万円、600 時間以上の場合は 20 万円が限度となります。 

●１人当たりの賃金助成時間数は、１コースにつき原則 1,200 時間が限度となります。 

 

（２）日本再生人材育成支援事業 ～正規雇用労働者育成支援奨励金 

 正規雇用の労働者に対しＯｆｆ－ＪＴを行った場合に、訓練に要した経費が支給されま

す。 

 

①訓練対象者と基本要件 

訓練対象者 
雇用保険被保険者であり、健康・環境・農林漁業等の事業を行う事業主に、

期間の定めのない労働者として雇用されていること 

基本要件 

対象となる職業訓練を実施していること 

●健康・環境・農林漁業等の業務に関するもの 

●１コースの訓練時間数が 10 時間以上のＯｆｆ－ＪＴであること 

 

②助成内容 

 Ｏｆｆ-ＪＴによる訓練経費の実費相当額が支給されます。ただし、１訓練コースあた

り支給対象者１人につき 20 万円、１年度１事業所あたり 500 万円が上限になります。 

 

 

 

（１）キャリアアップ助成金 ～人材育成コース 

 有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に支給されるものであり、有期契約労

働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的とした助成金です。 

 

①訓練対象者と基本要件 

訓練対象者 
申請事業主が雇用するまたは新たに雇い入れる有期契約労働者または無

期契約労働者 

基本要件 
有期契約労働者に対してＯｆｆ－ＪＴまたは有期実習型訓練（Ｏｆｆ－Ｊ

Ｔ＋ＯＪＴ）を行った場合に助成 

２│非正規雇用労働者に関する助成金     
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②助成内容 

 １訓練コース支給対象者１人あたり以下の額が支給されます。 

 

■Ｏｆｆ－ＪＴ分の支給額 

●賃金助成：１人１時間あたり 800 円（500 円） 

●経費助成：実費相当額。上限 20 万円（15 万円） 

■ＯＪＴ分の支給額 

●賃金助成：１人１時間あたり 700 円 

※（ ）は大企業事業主の場合 

※１年度１事業所あたりの支給限度額は 500 万円です。 

 

（２）日本再生人材育成支援事業 ～非正規雇用労働者育成支援奨励金 

 健康、環境、農業漁業分野等の重点分野に該当する事業を行う事業主が、非正規雇用労

働者に対して職業訓練を実施した場合に助成するものであり、重点分野等における人材育

成を目的としています。 

 

①訓練対象者と基本要件 

訓練対象者 

●申請事業主によって従来から雇用されていた有期契約労働者又は正規

雇用の労働者以外の無期契約労働者 

●申請事業主によって新たに雇い入れられた有期契約労働者または正規

雇用の労働者以外の無期契約労働者 

基本要件 
有期契約労働者に対してＯｆｆ－ＪＴまたは有期実習型訓練（Ｏｆｆ－Ｊ

Ｔ＋ＯＪＴ）を行った場合に、賃金および訓練経費が助成される 

 

②助成内容 

 １訓練コースにつき以下の額が支給されます。 

 

■Ｏｆｆ－ＪＴ分の支給額 

●賃金助成：１人１時間当たり 800 円（500 円） 

●経費助成：１人当たり 30 万円（20 万円）が上限 

■ＯＪＴ分の支給額 

●実施助成：１人１時間当たり 700 円（700 円） 

※（ ）は大企業の額 

※１年度１事業所当たりの支給限度額は 500 万円です。 
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実際に助成金を受給するためには、適正な手続き方法を知り、期限内に申請することが

必要です。本章では、受給手続きと申請期間について解説します。 

 

 

 

（１）受給の流れ 

 受給手続きの流れは、以下のとおりです。 

①訓練実施計画の届出                              

 訓練実施計画を作成し、都道府県労働局（またはハローワーク）へ提出 
※提出は原則として訓練開始の日の１カ月前まで 

②訓練実施計画の確認                              

 労働局（またはハローワーク）が訓練実施計画の内容を確認 
※確認後、確認印を押印した訓練実施計画の写しが交付されます。 

③訓練受講者の選考・決定                           

１）新たに訓練受講者を雇い入れる場合 

 ハローワーク、民間職業紹介機関等に求人を提出し、訓練受講者を募集（事業主の直

接募集も可） 

２）すでに雇用している労働者に訓練を実施する場合 

 社内で訓練受講者を募集 
※訓練受講者はジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを受け、ジョブ・カードの交

付を受ける必要があります。ハローワークに求人を提出する場合は、ハローワークに所属する登録

キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行います。ハローワーク以外の方法に

より訓練受講者を募集する場合や、すでに雇用している労働者に訓練を実施する場合は、ジョブ・

カードセンターなどに所属する登録キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行

います。 

④訓練の実施                                  

 訓練実施計画に基づき、訓練を実施 
※訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して６カ月以内に訓練を開始する必要があります。

また原則として訓練開始日の翌日から起算して１カ月以内に訓練開始届を提出する必要がありま

す。 

⑤訓練奨励金の支給申請                             

 訓練修了後、支給申請書を労働局（またはハローワーク）へ提出 
※提出は訓練修了後の翌日から起算して２カ月以内に行う必要があります（１年以上の訓練を実施す

る場合は１年単位で２期に分けて申請を行うことができます）。 

⑥正社員雇用奨励金の支給申請                          

 訓練修了者を正社員として雇用し、１年または２年が経過した時点で、支給申請書を

労働局（またはハローワーク）へ提出 
※提出は訓練修了者を正社員として雇用した日から起算して１年の日または２年の日の翌日から起

算して、それぞれ２カ月以内に行う必要があります。 

各助成金の受給手続きと申請期間 

１│若者チャレンジ奨励金の手続き     



人材育成支援で雇用創出！ 平成 25 年度 人材育成に関する助成金 

企業経営情報レポ－ト 11

（２）申請期限 

 時限制度による助成金であるため、受給するためには遅くとも平成 26 年３月 31 日まで

に訓練実施計画を提出する必要があります。また訓練の開始日についても以下の２つの条

件を満たした期間内に開始することが必要です。 

①管轄の労働局の確認を受けた日の翌日から起算して６か月以内 

②平成 26 年９月末日 

 

 

 

（１）受給の流れ 

 受給の流れは、下記のとおりです。 

 

①事業内職業能力開発計画の作成                        

 事業内職業能力開発計画の作成、職業能力開発推進者の選任 
※都道府県職業能力開発サービスセンターが相談・援助を行います。 

②年間職業能力開発計画の作成・提出                       

 事業内職業能力開発計画に基づき、年間職業能力開発計画を作成の上、訓練実施計画

届や訓練カリキュラムと併せて、原則訓練開始１カ月前までに提出 
※都道府県労働局に相談・提出を行います。 

③職業訓練等を実施                               

 職業能力開発に沿って職業訓練等を実施 

④支給申請書を提出                               

 支給申請書を訓練の終了後２カ月以内に必要な書類を添えて提出 
※都道府県労働局に提出します。都道府県労働局では支給・不支給の決定を行い、結果を通知します。

 

（２）申請期限 

 予算の範囲内で支給されるものであり、予算がなくなり次第終了となります。 

 

 

 

（１）正規雇用労働者育成支援奨励金 

①認定手続き 

 職業訓練計画を策定し、職業訓練計画開始の日の前日から起算して１か月前までに、受

給資格認定申請書と必要な書類を添えて、管轄の労働局またはハローワークへ認定申請を

行います。 

２│キャリア形成促進助成金     

３│日本再生人材育成支援事業     
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②申請期限 

 職業訓練計画終了の日の翌日から起算して２か月以内に、支給申請書に必要な書類を添

えて管轄の労働局へ支給申請を行います。なお日本再生人材育成支援事業は時限制度であ

り、受給するためには遅くとも平成 26 年３月末までに職業訓練計画と受給資格の認定申請

を行い、その申請日から６か月以内に訓練を開始することが必要です。 

 

（２）非正規雇用労働者育成支援奨励金 

①認定手続き 

●キャリアアップ計画書の提出 

 ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し、原則職業訓練計画開始の日の前日

から起算して１か月前までに必要な書類を添付して、管轄の労働局に提出し局長の認定を

受けます。 

●職業訓練計画と受給資格の認定申請 

 職業訓練計画を作成し原則職業訓練開始の日の前日から起算して１か月前までに必要な

書類を添えて管轄の労働局またはハローワークに提出します。 

 

②申請期限 

 職業訓練計画収容の日の翌日から起算して２か月以内に、支給申請書に必要な書類を添

えて管轄の労働局またはハローワークに申請します。 

 

 

 

（１）受給手続き 

①キャリアアップ計画の提出 

 ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し、訓練を実施する前に必要は書類を

添えて管轄の労働局に提出して管轄の労働局長の認定を受けます。 

 

②訓練計画届の提出 

 訓練を実施する前にキャリアアップ計画に基づいた訓練計画を作成し、必要な書類を添

えて管轄の労働局に提出して管轄の労働局長の認定を受けます。 

 

（２）申請期限 

 基準日（訓練修了日）の翌日から起算して２か月以内に支給申請書に必要な書類を添え

て管轄の労働局へ支給申請します。 

 

４│キャリアアップ助成金     
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